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沖
縄
県
は
、
か
つ
て
琉
球
王
国
を
形
成
し
他
県
に
例
を
見
な
い
独
自
の
変
化
に
富
ん
だ
歴
史
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
日
本
本
土
や
中
国
、
韓
国
、
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
と
ほ
ぼ
等
距
離
の
位
置
に
あ
る
琉
球
王
国
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
政
治
、
経
済
、
文
化
等
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
独
自
の
歴
史
を
形
成

し
て
き
た
の
で
す
。
と
り
わ
け
中
国
と
は
進
貢

・
冊
封
の
関
係
を
結
び
、
歴
史
や
文
化
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

一
三
七
二
年
、
中
国
の
洪
武
帝
は

琉
球
へ
使
者
を
派
遣
し
て
、
明
国
の
建
国
を
告
げ
、
入
貢
を
促
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
琉
球
国
中
山
王
察
度
は
、
弟
の
泰
期
を
派
遣
し
て
進
貢
品

を
納
め
ま
し
た
。
こ
う
し
て
中
国
と
の
進
貢
貿
易
、
正
式
の
国
家
間
交
渉
が
始
ま
り
ま
し
た
。
以
来
、
明
治
の
初
年
に
い
た
る
ま
で
、
琉
球
と
中
国
の
約
五

〇
〇
年
間
に
及
ぶ
親
密
で
長
い
交
流
の
時
代
が
続
き
ま
し
た
。

琉
球
国
は
中
国
と
の
進
貢
貿
易
を
軸
に
し
て
、
十
四
世
紀
か
ら
お
よ
そ
二
〇
〇
年
に
わ
た
り
、
日
本
、
朝
鮮
国
、
シ
ャ
ム
・
パ
タ
ニ

(現
在
の
タ
イ
)
、

マ
ラ
ッ
カ

(現
在
の
マ
レ
ー
シ
ア
)
、
ス
マ
ト
ラ
・
パ
レ
ン
バ
ン
・
ス
ン
ダ

・
ジ
ャ
ワ

(以
上
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
)
、
安
南

(現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
)
等

の
国
々
と
交
易
を
重
ね
、
東
ア
ジ
ア
の

一
大
貿
易
国
家
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
国
々
と
交
わ
し
た
外
交
文
書
は
、
原
文
書
あ
る
い
は
写
し
や
控
え
な
ど
の
形
で
外
交
を
専
任
す
る
久
米
村
の
天
妃
宮
に
保
管
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
長
い
年
月
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
筆
写
文
書
や
控
文
書
も
破
損

・
散
逸
の
恐
れ
が
生
じ
た
た
め
、
首
里
王
府
は
久
米
村
に
そ
の
編
集
を
命
じ
ま
し

た
。
こ
う
し
て

一
六
九
七
年
に

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
四
九
巻
が
二
部
作
成
さ
れ
、
首
里
王
府
と
久
米
村
に
そ
れ
ぞ
れ
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
第

一
集
に
は
、

一
四
二
四
年
か
ら
編
集
時
点
の

一
六
九
七
年
ま
で
の
外
交
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

一
六
九
七
年
か
ら

一
八
六
七
年
ま

で
の
琉
球

・
中
国
間
の
往
復
文
書
は
、

『歴
代
宝
案
」
第
二
集
二
〇
〇
巻

・
第
三
集

一三

巻
と
し
て
編
集
さ
れ
、
ほ
か
に
別
巻
八
冊

(う
ち
、
第
二
集
目
録

四
冊
)
が
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
首
里
王
府
に
保
管
さ
れ
た

『歴
代
宝
案
』
は
、
廃
藩
置
県
の
際
に
明
治
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
そ
の
所
在
は

不
明
で
す
。
ま
た
久
米
村
に
保
管
さ
れ
た
も
の
は
、

一
九
三
三
年
に
旧
県
立
図
書
館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、
去
る
沖
縄
戦
で
散
逸
し
、
影
印
本
と
写
本
が



数
種
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

沖
縄
県
は
、

一
九
八
九
年
度
か
ら
、
こ
れ
ら
の
影
印
本
や
写
本
を
元
に

『歴
代
宝
案
』
の
編
集
事
業
に
着
手
し
、

一
九
九

一
年
度
か
ら
刊
行
を
開
始
し
ま

し
た
。
こ
の
編
集
事
業
で
は
、
現
存
す
る
影
印
本

・
写
本
及
び
関
連
史
料
を
所
蔵
す
る
国
内
外
の
機
関
の
協
力
を
得
て
、
諸
本
を
校
合

・
校
訂
し
て
、

『歴

代
宝
案
』
の
原
本
に
近
い
校
訂
本
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、

一
般
に
普
及
す
る
た
め
の
訳
注
本
等
を
編
集
、
刊
行
す
る
計
画
で
す
。

訳
注
本
は
、
校
訂
本
の
漢
文
本
文
を
全
文
読
み
下
し
文
に
改
め
、
必
要
に
応
じ
て
語
注
や
ル
ビ
を
付
し
た
も
の
で
、

『歴
代
宝
案
』
の
理
解
を
補
完
す
る

目
的
で
全
十
五
冊
の
刊
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
訳
注
本
第

一
冊
及
び
第
二
冊
を
刊
行
し
、

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
に
つ
い
て
は
編
集
を
終

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

一
九
九
七
年
度
か
ら
は

『歴
代
宝
案
』
第
二
集
の
編
集
に
着
手
し
、
こ
の
度
訳
注
本
第
三
冊
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
本
冊
で
は

『歴
代
宝
案
』
第
二
集
目
録

(上
下
)
及
び

一
六
九
七
年
か
ら

一
七
二
五
年
の
間
の
文
書
で
あ
る
巻

一
か
ら
巻
十
四
を
収
録
し
ま
し
た
。

『歴
代
宝
案
』第

一
集
が
文
書
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
第
二
集
で
は
、
文
書
が
年
代
順
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
中
で
は
ほ
ぼ
詔
勅
、
咨
文
、

符
文
、
執
照
と
い
っ
た
文
書
の
順
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
冊
の
編
集
で
も
、
原
本
に
な
ら
っ
て
文
書
を
年
代
順
に
整
え
て
あ
り
ま
す
。

『歴
代
宝
案
』
は
、
毎
年
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
進
貢

・
接
貢
な
ど
、
中
国
と
の
交
易
の
様
子
や
外
交
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
文
書
群
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
沖
縄
の
対
外
通
交
貿
易
史
及
び
外
交
交
渉
史
を
解
明
す
る
う
え
で
第

一
級
の
史
料

で
す
。
本
冊
の
刊
行
が
、
今
後
の
沖
縄
の
歴
史
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
度
の
訳
注
本
の
刊
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、
沖
縄
県
歴
代
宝
案
編
集
委
員
会
及
び
沖
縄
県
歴
代
宝
案
編
集
調
査
委
員
会
の
御

尽
力
、
御
協
力
を
得
ま
し
た
。
ま
た
訳
注
に
あ
た
っ
て
は
、
担
当
さ
れ
た
神
田
信
夫
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
皆
様
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か

ら
感
謝
の
意
を
表
し
て
刊
行
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
十

（一

九
九
八
)
年
三
月




